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○奈良市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱 

平成26年３月28日告示第196号 

改正 

令和３年３月19日告示第126号 

令和４年７月26日告示第426号 

令和８年３月30日告示第147号 

奈良市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

77条第３項の規定に基づき実施する奈良市身体障害者等訪問入浴サービス事業（以下「訪問入浴

サービス」という。）については、奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律施行条例（平成18年奈良市条例第44号。以下「条例」という。）及び奈良市障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成18年奈良市規則第80号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 訪問入浴サービス 身体障害者及び身体障害児（以下「身体障害者等」という。）につき、

居宅における入浴の介護を提供するサービス 

(２) 支給決定障害者 第５条の規定により支給決定を受けた身体障害者等 

(３) 支給量 １月に提供を受けることができる訪問入浴サービスの量 

(４) 支援事業所 第３条第２項の規定により市と委託契約を締結した事業所 

（事業内容） 

第３条 訪問入浴サービスは、身体障害者等の健康の増進と衛生の保持を図ることを目的とし、移

動式の浴槽等の入浴設備を次条の対象者の居宅に運搬し、入浴介助者を派遣して実施するものと

する。 

２ 訪問入浴サービスは、当該事業を適切に行うことができると認める事業所に委託して行うもの

とする。 

（対象者） 

第４条 訪問入浴サービスを利用することができる者は、規則第27条第１項第11号に規定する要件
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を満たし、次の各号のいずれかに該当する者で在宅のものとする。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受

けた者で、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号身体障害者障害

程度等級表に定める肢体不自由１級又は２級のもの 

(２) 前号に準ずる者 

（利用申請） 

第５条 訪問入浴サービスを利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、規則第28条の規

定に基づき、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 

(１) 医師の診断書（別記第１号様式） 

(２) 誓約書（別記第２号様式） 

２ 市長は、前項の規定に基づく申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援事業所と協議

した上、訪問入浴サービスの利用の要否を決定し、利用を認めたときは地域生活支援事業利用（変

更）決定通知書（別記第３号様式）により申請者に通知するものとし、利用を認めないときはそ

の旨を申請者に通知するものとする。 

３ 訪問入浴サービスの有効期間は、前項の規定に基づく支給決定の日から１年の範囲内とする。 

４ 市長は、第２項の規定により訪問入浴サービスの利用を決定したときは、支援事業所に対し、

身体障害者等訪問入浴サービス事業委託（変更）決定通知書（別記第４号様式）に第１項の申請

書、医師の診断書及び誓約書の写しを添えて通知するものとする。 

（支給量） 

第６条 １月の支給量は10日を上限とする。ただし、医学的判断等により、１月当たり10日を超え

る支援が必要な場合は、１月の支給量の上限を14日とすることができる。この場合において、医

師の診断書等の支給決定障害者の身体状況が分かる書類を提出するものとする。 

（変更申請） 

第７条 第５条第２項の規定により決定された内容について変更しようとするときは、規則第28条

第４項の規定に基づき、規則で定める申請書により市長にその旨を速やかに申請しなければなら

ない。この場合において、支援事業所を変更しようとするときは、第５条第１項に定める書類を

添付しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その要否について審査し、必要に応じて

支援事業所と協議した上、支給決定障害者にその旨を通知するものとする。 

（決定通知書の再交付申請） 
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第８条 身体障害者等訪問入浴サービス事業委託（変更）決定通知書を紛失又は破損した場合は、

速やかに再交付を申請するものとする。 

（資格喪失） 

第９条 支給決定障害者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、この利用資格を喪失するも

のとする。 

(１) 死亡したとき。 

(２) 有効期間内において本市に住所を有しなくなったとき。 

(３) 第４条に規定する要件を満たさなくなったとき。 

(４) 自ら利用の辞退を届け出たとき。 

(５) 利用に関し虚偽の申請をしたとき。 

(６) 利用の要否に係る調査に応じないとき。 

（費用の負担） 

第10条 訪問入浴サービスに要する費用（以下「訪問入浴サービス費」という。）は、１回当たり

14,000円とする。 

２ 支給決定障害者及びその保護者は、規則第29条の規定に基づく負担上限月額の範囲内において、

前項に定める額に条例第６条に規定する割合を乗じて得た額を支援事業所に直接支払うものとす

る。 

（費用の支弁） 

第11条 訪問入浴サービス費については、前条第１項に定める額から、前条第２項の利用者負担額

を控除した額を本市が支弁し、支援事業所に支払うものとする。 

（利用者等の遵守事項） 

第12条 支給決定障害者及びその介護者又は保護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(１) 支給決定障害者の入浴時における事故を防止するため、訪問入浴サービスを受ける前に主

治医等の意見を聴き、必要に応じて診断を受けさせること。 

(２) 訪問入浴サービスを利用する際は、家族とともに、派遣された入浴介助者に協力すること。 

(３) 支給決定障害者が病気その他の理由で訪問入浴サービスを受けることができなくなったと

きは、直ちにその旨を支援事業所に連絡すること。 

（事業所の設置基準等） 

第13条 支援事業所の人員に関する基準は、次のとおりとする。 

(１) 支援事業所ごとに置くべき訪問入浴サービスの提供に当たる従業員（以下「サービス提供
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従事者」という。）の員数は、次のとおりとする。ただし、次の各号のサービス提供従事者の

うち１人は常勤でなければならない。 

ア 看護師又は准看護師 １人以上 

イ 介護職員 ２人以上 

(２) 支援事業所は、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

支援事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は敷地内にある他

のサービスを提供する事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

(３) 管理者は、支援事業所の管理、訪問入浴サービスの利用に関する調整、業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 支援事業所の設備等に関する基準は、次のとおりとする。 

(１) 支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、

訪問入浴サービスの提供に必要な浴槽類の設備及び備品を備えなければならない。 

(２) 訪問入浴サービスの提供に用いられる設備、器具その他の用品の使用に際しては、安全及

び清潔の保持に留意し、次の事項について留意すること。 

ア 浴槽等利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、利用者１人ごとに消

毒された清潔なものを使用し、使用後に洗浄及び消毒を行うこと。また、保管に当たっても、

清潔保持に留意すること。 

イ 皮膚に直接触れるタオル等については、利用者１人ごとに交換し、又は、個人専用のもの

を使用する等、安全清潔に留意すること。 

ウ 消毒方法について、マニュアルを作成する等の方法により、サービス提供従事者に周知す

ること。 

（費用の請求） 

第14条 支援事業所は、訪問入浴サービス費から利用者負担を控除した額について、訪問入浴サー

ビスを実施した月の翌月10日までに、請求書に奈良市身体障害者等訪問入浴サービス事業利用実

績記録表（別記第５号様式）及びその他市長が必要と認める書類を添えて請求するものとする。

ただし、訪問入浴サービスを実施したにもかかわらず、やむを得ない事情により、実施した月の

翌月に請求書の提出ができない場合は、実施した年度中に市長に請求するものとする。 

２ 市長は、支援事業所から前項の規定に基づく請求があった場合は、これを審査し、請求日から

30日以内にこれを支払うものとする。 

（不正利得の返還請求） 
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第15条 市長は、偽りその他不正の行為により訪問入浴サービスの支給を受けた者があるときは、

その者から、当該訪問入浴サービス費の額の全部又は一部に相当する額を徴収することができる。 

２ 市長は、支援事業所が偽りその他不正の行為により訪問入浴サービス費の支給を受けたときは、

その支援事業所から当該訪問入浴サービス費の額の全部又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、訪問入浴サービスの実施について必要な事項は、その都度

市長が定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前に訪問入浴サービスの利用の決定を受けている者に係る訪問入浴サービスの

利用については、この告示の規定にかかわらず、現に受けている地域生活支援事業の利用の決定

期間内に限り、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月19日告示第126号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき作成されて

いる用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（令和４年７月26日告示第426号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年７月26日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき作成されて

いる用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（令和８年３月30日告示第147号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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別記 

第１号様式（第５条関係） 
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第２号様式（第５条関係） 
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第３号様式（第５条関係） 
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第４号様式（第５条関係） 
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第５号様式（第14条関係） 

 


